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資料

大学教育をめぐる「フアカルティ・デベロプメント」の諸問題

—私大連のワークショップ参加報告—

池 田 進

Problems on Faculty Development in University Education 

Susumu IKEDA 

Abstract 

The author has attended workshops on faculty development which were held by the Japan Association 

of Private Colleges and Universities over the past five years. This article is a summary of the group 

discussions on the methods and problems of faculty development at the 2nd workshop in 1996. 

Subjects discussed were-

(1) What is faculty development? 

(2) What are the methodologies for faculty development? 

(3) Problems on classwork assessment. 

(4) Integrative creation and renewal in curriculum. 

(5) How to create teaching techniques, instrumental devises and utilizing academic informations. 

(6) How to keep a balance between teaching and research activities. 

Intensive discussion of these problems is necessary in our faculty. 

Key words: faculty development,teaching method, classwork asessment,education at university,The Japan 

Association of Private Colleges and Universities 

抄録

筆者はこの 5年間に私大連が主催したファカルテイ・デペロプメントについてのウークショップに過去 4回に

わたって参加してきた。この報告は第 2回集会 (1996年）でのグループ討議「ファカルティ・デベロプメントの

方法と課題」の要約である。

討議の内容は

(I}ファカルティ・デベロプメントとは何か

(2)ファカルティ・デペロプメントの方法論

(3)授業評価の問題点

(4)カリキュラムの総合開発と改善

(5)教授法の工夫およぴ教育機器・学術情報の活用について

(6)研究活動と教育実践の調和

についてまとめられた。われわれの学部組織にとってもこれらの諸問題への包括的なかかわりが要請されている

と考える。

キーワード：ファカルティ・デベロプメント，教授法，授業評価．大学教育．日本私立大学連盟
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社団法人日本私立大学連盟の大学問題検討委員会第六分科会が1977年（昭和55年） 10月

におこなった提言『私立大学の相互協力と自己点検ーー教育・研究の質的向上をめざして』

は，それまでに中央教育審議会，高等教育懇談会，大学設置審議会などがおこなってきた

答申や建議が高等教育の拡充整備とか基準の改善とか大学院制度・学位制度の整備など，

いわば高等教育の「いれもの」の整備についての提言であったのに対して，はじめて高等

教育の「なかみ」の充実について触れたものであった。

それ以後，連盟内でいわゆるファカルティ・デベロプメント (FD)の問題をめぐって

継続的に地道な研究討議がつづけられてきた。

1991年10月「大学活性化への提言—教員人事制度の改善に向けて」

1992年6月「自己点検・評価項目に関するニーズ調査報告書」

1993年3月「私立大学の自己点検・評価に向けて」

1993年9月「大学教育の刷新をめざして」

などの成果が公表された。

ファカルティ・デベロプメントという用語に対して文部省などでは「教員資質開発」と

いうような訳語を与えているようだが，連盟ではあえて原語のままでカタカナ書きしてつ

かってきた。臨時教育審議会のヒアリングに出席した原 一男教授も原語のままで発言し

ている。それらの一連の討議を経た臨時教育審議会第三次答申でも「ファカルティ・デベ

ロプッメント」というカタカナ表記がおこなわれている。

臨教審答申をうけた1991年（平成 3年） 2月の大学審議会答申『大学教育の改善につい

て（答申）』の I-2 -(2)—①では「学生の学習意欲の向上を図り，学習内容を着実に消化さ

せるためには，大学の側において，教員の授業内容・ 方法の改善・向上への取組み（ファ

カルティ・デベロップメント），授業計画（シラバス）の作成・公表，充実した効果的な力

リキュラム・ガイダンスなどを積極的に推進する必要がある。（以下略）」とカタカナによ

る括弧書きをつけて記し， II-1-(1)でその内容を詳細に述べている。

同年7月の省令改正（文部省令第二十四号）いわゆる大学設置基準の大綱化はこの答申

に基づいており， したがって，この改正の中でいわゆる FDも自己点検評価も実行の義務

を負わされることになった。

ファカルティ・デベロプメントとは何か，それをいかに進めるのかということを考える

にあたっては，ファカルティ・デベロプメントの概念についてのおおよその認識を共有し

ておく必要がある。そのためには，その目的，必要性，それが要請される今日的な状況を
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把握し，その上に立って具体的な諸問題を考察しなければならない。

そのような目的に沿った自主的な活動として，日本私立大学連盟は， 1994年（平成 6年）

を第 1回として毎年大学教員研修集会を開催してきた。

第 1回目の集会「大学の教育・授業を考えるワークショップ―FDのすすめ」は， 1994

年12月9-10日の 1泊 2日の日程で豊橋市の「ホリデイ・イン・クラウンプラザ豊橋」を

会場にして開催され，本学からは山村正俊教授（工学部）が参加している。参加者数は 4

6名（連盟側委員を除く）であった。その後毎年，平成 9年からは会場を浜松市の「グラ

ンドホテル浜松」に移して開催されている。ちなみにその開催日程，サプ・テーマ，参加

者数などは次のとおりである。

1995年 7月27-29B 「授業改善のための諸方策」 66名（本学からの参加 竹下賢教授）

1996年 7月29-31日「授業改善のための諸方策」 74名（本学からの参加 なし ） 

1997年 7月29-31日「教育から学習へ」 75名（本学からの参加 なし

1998年 7月29-31日「教育から学習へ」 66名（本学からの参加 樋口誠宏教授）

参加者は基調講演・シンポジウム・全体会議と，テーマ別に設定された分科会 (10人前後）

での延べ 7時間ほどのグループ討議に参加する。筆者は1995年から1998年までの 4回のワ

ークショップに連盟側の委員として参加した。

筆者の印象としては，回を重ねるにつれて年長の役職上の参加者よりも比較的若年層の

教員の参加がふえている。それにともなって討議の内容も抽象的一般的話題から具体的個

別的な問題へ変わり，テーマに対して集中的な討議がおこなわれるようになってきている

ように感じられる。

日本私立大学連盟では，こうしてこれまで積み重ねてきた集会の内容を全2巻にまとめ

た『大学の教育・授業を考える』を社団法人日本私立大学連盟編として本年 3月に東海大

学出版会から出版した。

本稿は，その第 2巻である『大学の教育・授業を考える 2大学の教育の改革と変遷』

の第 3章「授業改革・授業評価----i固人の工夫から組織の取組へ」 1「FDの方法と課題

第2回ワークショップ (1996年）のまとめ」に加筆修正を行ったものである。

第2回ワークショップのグループ討議では，①FDの理念と方法 ②授業評価 ③カリ

キュラムの総合開発と改善 ④教授法についての工夫 ⑤教育機器・学術情報の活用 ⑥ 

研究活動と教育実践の調和の各分科会が持たれた。

本文の内容はこのグループ討議のまとめである。しかし，記録としては各分科会が全体
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会議のためにまとめた400字程度の討議報告と各参加者が事後に寄せた感想文が毎年参加

者に送られる報告書として残っているだけで，討議の内容についての録音テープや議事録

の類はとられてはいない。まとめをするに当たっては，それらの記事とおおよその記憶を

手掛かりにするほかなかった。したがって，まとめとはいってもその内容は，筆者自身の

考えを参加者の言葉をかりたかたちで述べたものになっている。しかしその考えは同時に

参加者の大多数に共有されたものでもあると思ってほしい。

ほとんど全文に近いかたちでの掲載を許可してくださった日本私立大学連盟と東海大学

出版会に対して深甚の謝意を捧げる。

〔ファカルティ・デベロプメントの方法と課題〕

(1) フアカルテイ・デペロプメントとは何か

ファカルティ・デベロプメント（以下FDと略す）の目的は，大学教育という専門職業

にかかわる領城での能力開発活動の総体を実行することであります。したがってFDの本

質的問題点は教育能力の質的改善向上であり，実際的効用としては教員と学生にとってや

る気を喚起するということがあります。しかしその重要点は大学構成員の集団が対象であ

って，教員個々人の改善努力を超えて，学部・学科の努力を組織化するというところにあ

ります。

したがって， FDの諸問題が最初に出発し，最終的に帰着するところは，大学・学部・

学科の掲げる教育研究の理念目的であり，その理念目的を大学の構成員が共有し，それに

照らして個々人の具体的な改善努力が協同して行われることであります。教員個々人とし

ての努力はそれぞれの良識にしたがって過去にも現在にもなされていますが，いま要求さ

れるのは組織化された改善努力であって，この点がこれまでの日本の大学に欠けていた点

だといわざるをえません。

ふりかえって，いまなぜそのような組織的な努力が要求されるのかを考えてみますと，

ひとつには高等教育がおかれた今日的状況があります。今日，大学の大衆化状況というこ

とがよくいわれます。大学の大衆化には積極面と消極面の 2面があります。

積極面は社会の高等教育に対する欲求の高まりであります。生活レベルの向上にともな

って，知的な要求水準が高まりました。それにともなって社会の高度の教育に対する志向
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性が高まりました。いわゆる成熟社会における教育とは何かという問題を大学は突きつけ

られています。

いっぼう消極面としては，大衆化は学生層の多様化を必然にもたらし，同時に総体とし

ての質の低下という問題をかかえることになります。そのような学生に学ぶことの意味を

自覚させ充実感を与えるために彼らをどのように動機づけ，主体性を確立させるのかが重

要になります。これらの諸問題に大学がどのように対処するのかが今日の課題となってま

いります。

いままでの大学教育の重点は研究中心主義でありました。研究中心の教育は，当事者と

しての教員が自らのたずさわる学問領域の体系を学生に教授することのためにいかに最適

のティーチングモデルを形成するかに努力を傾注してきました。しかしもう一方の当事者

である学生が何を学ばねばならぬと考えているかということや，教員が伝えようとする教

育の内容をどのように摂取し消化吸収するのかというラーニングモデルを無視するか軽視

するといった不均衡に気づかずに過ごしてきたという問題点を内包しています。

それは日常の教育技術面にもあらわれていて，教授メンバーの研究領城本位のカリキュ

ラム編成だとか，学の蘊奥を教授すること中心の「講義」というあり方，大教室での一方

向的な授業形式，年一度の成績評価，教育設備備品の不備などなど，学ぷ立場の側の学習

要件がどのようであるか等についての感性の欠如をそのままにしてきました。学生総体が

学ぷことへの志向性をもっていた時代はそれでもよかったわけですがそれが許される状況

ではなくなりつつあるのが今日です。

研究中心主義は教員の能力を評価するときの評価の仕方にも現れています。教員の採用

に際して評価されるのは研究業績でありました。採用後に起こる昇任などの明白な評価も，

あるいは信用，評判などといった暗黙裡の評価も研究業績が中心でありました。教育面で

の努力や業績や，大学・学部のマネジメントヘの参加とか地城社会への貢献は評価の対象

であるどころか，ときには評価をさげる要因でありました。たとえば教員を選任するとき

の業績は主たる担任科目との適合性において審査され，担任科目と関係がないと判断され

た業績は審査の対象外であり，ときには教科書などは否定的な評価を受けた時期もありま

した。したがって FDに関する研修会の報告レポートなど，評価されるわけもなかったの

です。

研究中心主義が大学の高度の研究レペルを維持してきた大きな要因であることは否定で

きませんが，同時に，近年の大学をめぐる環境の変化に対応しきれないで多くの支障をう
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みだしていることもまた否定できません。

大学の構成員にとって，学部・学科の教育理念とか教育目標が意識されることは従来稀

でありました。意識されたとしてもそれは教員個人の索養の問題であり，意識が教員間の

協同とか，学部・学科全体の活動を方向づけるようにはたらくことは皆無であったといっ

ても過言ではないくらいです。こうして， FDの課題は教員総体としての意識改革の点に

かかわってきます。

改善向上の努力に対しては必ず評価の問題がともないます。従来，大学の設置や学部の

増設などに際しておこなわれる審査の基準は一律の定量的な基準にもとづいていました。

大学設置基準の大綱化をふまえて，理念・目的に照らした改善向上努力にもとづく大学評

価が行われようとするのはむしろこれからです。大学自体が行う評価活動としては，構成

員の自己評価あるいは相互評価，学生による授業評価，大学団体などによる他者評価など

さまざまな工夫が考えられ，大学基準協会による大学評価の発足はその例です。そして，

もっとも重要なのは評価の結果を再び改善努力につなげていく組織的な方法論を大学・学

部が確立することであります。

大学教育はいかにあるべきかという社会の要請と負担に対するアカウンタビリティを担

保するためには，社会における大学の教育責任とその分担を明確にすること，教育現場に

あっては，教育組織としてのデパートメントにおけるファカルティの責任の所在を明確に

することが必要です。そのために，大学教育の公共的な性格は何であるかを厳しく見直し，

教育職，事務職，管理運営にあたる者を問わず職業集団としての自覚を共有することを出

発点にして，教育・研究目標の達成を阻害する要因を確認して一つずつ取り除いていく組

織全体としての努力が重要になるわけです。ここにFDが要請される最大の理由が存在し

ます。

(2) FDの方法論

ィ．大学の研究と教育は本来きりはなして考えることはできない性質のものなので，研究

と教育の調和は重要問題であります。教育負担の増加にともなう研究時間の確保は切実な

問題点の一つです。教育業績の評価と研究業績の評価の関連をどのように考えるのか，特

に私学固有の問題としては学生の数と質をどのようにかねあわせた収容計画をたてるのか

などといったことがあります。学部教育と大学院教育とでは教育と研究の重点の置きかた
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に違いがあるので，それを制度的にどのように関連づけるのかといったこともあります。

学問本来の普逼の価値をもとめる研究の実践と，大学教育に対する社会の要請に応える教

育の実践を統合する試みが研究課題であります。

ロ．学問分野，ことに医学や理工系と社会文科系の学部との間では教育方法が原理的に異

なる面があります。それぞれの分野での課題には大学の教育全般に共通の問題点と個別分

野の教育の特質にともなう問題点が共存していると思われるので，その点を分析的に整理

する必要があります。たとえばカリキュラムの編成は学問領城によって原理的に異なる面

があるので，全体の問題性を視野にいれつつ，それを分野ごとのカリキュラム編成と教授

方法の改善に生かす必要があります。

ハ．大学の入口と出口ということがよくいわれますが，日本の大学では，入口は難しいが

いったん入ってしまうと出口にたどりつくのは易しいというのが通例です。この点をどう

考えるのかはFDの問題点の一つです。そのとき必ず入学試験のあり方と，それにともな

って収容定員という考え方をどうするのかが課題になるはずです。いっぽう，急に出口を

厳しくするようなことができないとすると，欧米型のようではなくて日本型の合理性のあ

る成績評価の方法を工夫する必要があります。

ニ．教育実践への学生の参加をどのようにするかは重要です。一方向的な講義方法だけで

はなくて，授業の形式やクラス編成や成績評価の方法，教育設備機材などの技術面の工夫

で学生参加を促進する必要があります。学生による授業評価は授業への参加意識を促進す

る効果があります。大学の教育実践のさまざまな位相で学生を参加させる工夫をするなら

ば，それを通じて学生の学習意欲を剌激し自主性を形成させる援けにつながるはずです。

ホ．教員の業績評価を研究中心から多元的評価にかえる必要があります。そこで，評価の

柱は，研究，教育，マネジメントあるいはアドミニストレーション，社会還元活動の 4つ

になるでしょう。研究以外のこれらの柱を評価するにあたって，批判に耐えるだけの物差

しはまだないといっていいので，これをどのようにつくるのか研究の必要があります。学

生による授業評価だとか教員相互のピア・レビューなどの試みがそろそろあらわれ始めて

いるので，業績評価の方法について議論を深める必要があります。

へ．教員個人や教員組織間の情報の開示と交換は重要であります。ことに他領域の実績に

学ぶ必要があります。医学系では，教員が数H間にわたって泊り込んで，実用のためのコ

ースデザインやカリキュラムを作成し，参加者の間で討論するというワークショップが継

続的に持たれているケースがあります。このような試みについての情報にアクセスできる
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道を用意する必要があります。

ト．自分たちの学生が，自分たちの提供する授業をどのように受け止めてどのように学ん

でいるのかを私たちは知っていなければなりません。それは学問分野によっても違うし，

学年によっても違います。それを具体的に把握するための調査研究をおこなうか，あるい

はそのような調査研究の情報を取り入れることによって学部教員が問題点を共有して教育

実践に生かせる機会と方法を築く必要があります。

チ．以上のような論点を，組織全体としての具体化のストラテジーにどうつなぎとめるか

が現実の問題です。ボトムアップかトップダウンかという議論がよくありますが，組織の

方向づけはこのどちらかだけでは機能しません。ポトムアップには全体を調和的に方向づ

ける機能は予定されていません。しかし，構成員各自のレベルがトップダウンのあり方と

実効を決めるのですから，さしあたりは目的を見据えて個々の索養を練成することがまず

肝要と考えられます。

(3) 授業評価の問題点

日本の大学では今まで他人の誰かが自分の授業を評価するということはありませんでし

た。これからの大学においても，研究教育の自由と思想の自由ということを考えると，他

者による授業評価において許さるべきでない側面があるのは事実です。ここでなぜ授業評

価なのかということについて．その理由と目的を明確にしておくことは大切です。

その第一は，それを組織全体としての教育能力開発の方法として使うことです。したが

って．授業評価はそれだけとしてあるのではなく，教員がその属する学部学科で合意した

教育改善の全体システムに系統的に位置づけられることにおいて存在するものであること

を確認しておくことが前提であります。

いっぽうで，授業の内容は教授者の思想・信条と無関係ではありえません。授業を評価

することは，直接・間接に授業の内容にかかわらざるを得ない領域をおのずと含んでいま

す。したがって，授業評価を実施するときには，評価する側もされる側もその点を厳しく

意識する必要があります。

先にもあったように，今日の大学教育に要求されていることの一つに，学生の学ぶ意欲

を剌激して自立・成長をたすけ，みずから課題を発見する態度を育成することがあり，そ

のために授業改善があるわけですから．そこを明確にしておかなければなりません。そこ
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でまず，評価の内容は授業をめぐる物質的現状の改善が最初の要目になります。たとえば

2 0 0人を越えるような大教室での講義が，その教科でその教員が分担する教育効果にと

っていいのか悪いのか，悪いとするとどう悪いのかという問題性を評価結果から摘出する

ことです。大講義を頭ごなしに悪いとする問題ではないのです。

授業評価の方法の一つの方法として教員相互によるピア・レピューも最近では少しずつ

おこなわれるようになりました。外国ではかなり一般化しているようですが日本の大学で

は，いままで教員が相互に授業を参観するという習慣はありませんでした。しかし最近で

はいくつかの大学で授業の相互評価の試みが導入されはじめています。一般には種々の問

題点や抵抗感があっていきなり制度化しにくい面がありますが，たとえば有志の間の小規

模な形ででも研究授業をとりいれていくことは一考に値します。

最近の課題として，学生による授業評価の問題があります。これについての意見はさま

ざまです。授業の改善は学生による評価に左右されるようなものではなくて，教員自身の

自覚と努力で解決するべき事柄であるという批判や，評価結果が人事考課など他目的に利

用されるのではないかという不安もあげられています。未熟で学問に対する自律性がない

ような学生が授業を評価することはできない，あるいは，学生の授業への不参加をそのま

まにしておいて授業を評価させるのは意味がないという意見もあります。

学生による授業評価をとりいれているところでの実態はさまざまで，その実施主体が，

大学当局のイニシアテイプでおこなっている場合，教員有志の活動としておこなっている

場合，教員個人がおこなっている場合などがあるようです。

評価を行わせる方法もさまざまで，アンケート方式やマークシートに記入させる方法や

自由記述をさせる方法などが用いられています。結果の処理の仕方もさまざまで，教員各

自が処理する場合，大学で一括処理して結果を教員各自に渡すという場合，業者委託によ

る場合などいろいろです。教員の授業担任時間数やクラス当たり学生数，実施にかかる費

用など実施にいたるまでの負担面での阻害要因がたくさんあります。

評価結果の扱い方にも問題点があります。たとえば，評価結果が公表されるときは全体

の傾向とか平均値とかが示されるだけであまり参考にならないというケースや，逆に結果

が点数化されて本人に戻されてきても，その点数が全体の傾向の中でどのような位置づけ

にあるのかがわからないというケースもあって改善が必要です。

授業改善の目的の一つは学生の主体的参加を促すことですから， もしも学生が，授業に

対して自分のものという実感がもてなくて疎遠なままであるとすると，それがよって来る
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ところの問題点を掘りおこすことができるような評価方法が工夫できないものでしょう

か。ですから，学生の不参加や不勉強を理由に授業評価を疑問視することがあるとすれば，

それは本末転倒というぺきではないかと思います。

このように多くの問題点はあるものの，それを単に学生に対する教師の立場だけで捉え

るのではなくて学生自身の，あるいは学生相互間の影響による成長への力を助けるという

意味を見いだすならば，学生による授業評価はとりいれてみるだけの価値はあると思われ

ます。つまり，その目的が，一人ひとりの学生が自立して自分の力で自分のテーマを発見

し解決めざして学んでいくのを支援するような授業をつくるところにあり，いいかえれば，

学生が主体的に授業に参加することを保障するためにそれがあるのだという力点を見落と

すと，評価項目のたてかたがどうの評価の基準はどうのなどといった教員サイドだけの矮

小化された問題になってしまうだろうということです。

直近の改善努力を大学構成員が共有することは大切ですが，改善が個人を超えた大学全

体の営みであるとするならば，今までの過去に大学人が積み上げてきた自助努力や経験の

蓄積が残されているのでそれに学ぶことも大切です。そのような歴史と切り離された思い

つき的アンケートなどは成功しないのではないでしょうか。あるいは，授業が教員の私的

な所有物でなくて公共の財産，つまり，学問の内実を学生，市民，社会に開き還元してい

く歴史的必然があるとするならば，授業評価はその点にかかわっているのではないでしょ

うか。

(4) カリキュラムの総合開発と改善

近年にいたって多くの大学でカリキュラム改革が行われました。その直接の引き金は大

学設置基準の改正であったのですが，その前に学問に内在する，あるいは大学の内発的必

然性から出発した改革もあったわけです。

改革の大きな流れとして，各大学とも必修科目を減らして選択の自由度を大きくする傾

向がみられます。一般に，必修と選択の問題は学生がおかれた状況との相関で考えていか

ねばならない性質の問題です。学問的な目的にとっては必要な科目を系統的に提供して必

修させる方法が有利です。しかし，もともとその学問への動機づけを欠く学生にとっては

それが有利にはたらくとは言い切れません。逆に選択制に重点を置いた場合には選択のた

めのサポートシステムとかカウンセリングシステムを制度的に整えておかないと，それら
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の学生にとっては大学での教育そのものが意味をなさないものになってしまう恐れがあり

ます。

学生へのインセンテイプを高めるためにコース制を採用した学部も多く見られます。コ

ース制では学生の動機づけと系統的段階的な教育計画が重要であることが指摘されていま

す。あるいは，「ボランティア活動」だとか「環境概論」だとかいったようなかたちで学生

が大学の外に出かけていって自主的な活動の中で自学自修するという試みがあったりしま

す。学生の興味，意欲をひきだすということと専門の知識を体系的に与えるということと

の間にどのように折り合いをつけるのかを具体的な授業方法の中で模索している努力がう

かがえます。

いずれの大学でも大きな問題になっているのが教養教育と専門教育の関係です。入学後

の早い時期に専門の学科に触れさせるために，専門科目を下位学年におろし教養科目は 4

年間にわたってとれるようにする傾向が見られますが，その中にあって教養教育の重要性

を再認識して，教養科目を固有の学としてカリキュラムの中に明確に位置づけようとする

試みが出てきています。

今日よく指摘されるように，科学技術と社会技術の進展のもとで学問のおかれた自然的

社会的文化的背景と「知」そのものに対する要請が変化しつつあることを考え合わせると，

研究者がそれぞれの専門だけから学問をながめることのできる時代では今はなくなったこ

とがわかります。だからどの学問分野も他の学問領城との関連の中から新しい視点を見い

だすことが要求されるわけで，学生に対する教育にあたってもそこが留意される所以です。

ある歯学系の大学での「統合講義」の試みはその一例です。

もしも統合講義といった方法を実行しようとすると，どうしても 1人の教員が自分の専

門を主張して 1つの科目に張りつくことはできなくなり，それを補助するチューター制だ

とかTAなどのシステム的な整備が必要であり，さらにそのような教育システムをサポー

トする学習プログラムやコンピュータ応用が必要になってきます。教員の業績評価のあり

方も変わってきます。このように，カリキュラムの改善は大学の教育システムそのものの

変更にかかわるものであることがわかります。

学生の状況との関連でカリキュラムを考えようとするときには学期の設定の問題が関係

してきます。いわゆるセメスター制の問題であります。

セメスター制は今まで通年 4単位だった科目を半期 2単位に分割するというような安易

な考えによってでは成り立たない問題性を含んでいます。つまりそこには，従来の大学教
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育が踏襲してきた講義や演習のあり方とは異なる別の教育の方法論が提起されていること

を見落してはなりません。セメスター制では，何をどのように教えるのかという明確な理

念のもとに，精密な授業計画にもとづくシラバスがあり，それにそって学生への課題の明

示と予習復習が指示されていること，そしてその結果に対する到達度評価と授業評価が厳

密になされて次のどの授業計画の段階に引き継がれ，学部学科の教育を完結させるのかと

いうことが要請されます。このような教育システム全体のあり方の問題として考えていか

ないとセメスター制の教育的な価値はうまれてこないばかりか，教務事務の煩雑さなどの

弊害だけを産み出す性質のものになってしまいます。したがって，セメスター制を導入す

るかどうかは，自分たちの大学の学生をどのようなものとしてとらえるのか，それを 4年

間にどのようなものに仕上げるのかという明確な理念を確立することと，その実現へむけ

て大学の教育システムそのものを変革することへの覚悟を前提とするものであります。

(5) 教授法の工夫およぴ教育機器・学術情報の活用について

この問題はここまでに触れてきた基本的な諸問題から現場の教育技術の諸問題までの広

い問題領域を含みます。ここでは観点を教育技術の側面にしぽってみます。

教育の技術はそれぞれの教員個人の個別の条件に依存する部分，つまり，その教員の専

門領域と担当科目，配当年次，クラス人数，曜日・時間，教室・設備の条件，などなどハ

ードに属する条件との相関で決まる部分があるし，その教員の人間的条件，たとえばその

人の語り方はその人が属する専門分野の用語法，その人の語彙や言語習慣，発声のくせや

音声の性質などなどに依存する部分があるので，教員個人が直面するそのような個別具体

の改善点は，授業評価をとおして教員各自が自覚的に把握しておくべき諸点です。大学の

教員にとって，このように個別的な教育技術を向上させることは常に必要なことですが，

そのような個別の技術改善のレベルがあることを了解したうえで，そのようなレベルを超

えた制度的な改善にかかわる技術の側面を考えてみることにします。

とりわけ今日的に教育技術の問題をわれわれに意識させるのは，やはり動機付けの低い

学生を日常的に引き受けなければならないわれわれの現実であります。不本意入学などの

動機づけの低い学生をどのように授業にひきこむのかをめぐって，種々の工夫がこらされ

ねばなりません。

まず，ビデオなどの視聴覚媒体を利用することがありますが，これは対学生の問題と組
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織自体の技術開発の両面があるので後に触れることにします。

演習形式の授業を低学年次に配当することは，大学にはいった早い時期に高校の学習と

は違った緊張感を体験させる点で有意義と思われます。しかしそこでは，意見をきちっと

表現出来ない学生がいることや，あるいは発言そのものが出来ない学生がいることを配慮

しておく必要があります。そのような学生たちの能力を発見して伸ばしてやる工夫が必要

で，そのためにはレポートの提出を求めることが有効であります。

ただし，同時に，論文ないしは文章の書き方を訓練すること，図書館の利用の仕方や書

物の読み方を指導することなど，いわゆるコモンベーシックスの訓練が必要であります。

提出されたレポートは，添削と，たとえ短くとも意見を付けて返還してやることが要件に

なります。

学生の意欲を刺激するためには，ポランティアの体験学習をさせることや，企業見学，

美術・演劇などの見学も有用です。外国への研修制度や交換留学制度などを整備しておく

ことは授業法の改善を補強する意味で重要です。彼らが外国の大学で講義を受けたことと

それを体験した学生に他の学生が接触することは意欲をたかめるうえで効果があります。

動機づけの低い学生にとっては，彼らの問題意識の薄さ，低さを彼ら自身に自覚させる

こともときに必要です。ただし留意しておかねばならぬ点はそれを彼ら自身に自発的に気

づかせねばならぬことで，そこに技術としての難しさがあります。

それと同じように難しいのは，各自の専門が扱う授業内容と現実世界の問題との関連性

を各自の授業のなかで学生に認識できるように展開することです。

学生の中にはノートティキングができない者，あるいはノートテイキングの仕方を知ら

ない者がいます。そのような学生にとっては OHPなどの使用は放心を招くだけで，かえっ

て板書の技術を向上するほうが得策かも知れません。

とにかく，大学においても何等かの落ちこぽれ対策を必要とするのが現実で，成績不振

者への対応がせまられます。

ひとつには，大学入試の試験課目との関係で，いまひとつは高校のカリキュラムとの関

係で，学部学科で必要とされる科目についての基礎知識を持たずに入学してくる学生にど

のように対応するのかという問題もありますし，もともと学力差がありそれが入学後にさ

らに拡大するという問題もあります。達成度別のクラス編成や補習授業の編成に加えて落

ちこぽれ問題をどう考えるのかは，入れば容易に卒業できる日本の大学の基本問題をめぐ

る問題点の一つです。
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討議の中では卒業論文の意義が再確認されました。学生にとっては 4年間の成果が目に

見えるものになります。また学生にとっては卒業論文が人生ではじめての自分の力でする

学問研究であり，最初の作品であります。学生にとって学問をすることの実感を味わせる

意味で卒業論文は大変に重要であります。

学生の研究活動の中では学生の相互的な影響力，学生間のコミュニケーションが学問理

解の面にとって有効であるので，それを助けるために学生同志の研究的な接触，とくに異

なる年次生と接触する機会を設けてやることは意義があります。学部生と大学院生の接触

は教師との接触とは違った学習効果をもたらすことがあります。

また，教員が授業以外に学生に接触することは学問面と学問以外の面を含めて学生の全

人格的な成長をはかるうえで重要であるので，そのような機会を個人的にも制度的にも用

意しておく必要があります。

教育機器・学術情報の活用は，授業の工夫に関連して考えることのできる技術的な部分

とFDの基本問題にかかわる部分の両方があります。

授業に直接かかわる技術面としては，まず学生に教材を与える装置・手段としての側面

があります。教室内にAVが装備され，教材ソフトとしてもさまざまなよいものが用意さ

れるようになって，ビデオ教材は有効な手段として活用されています。編集装置もいいも

のが安価に入手できるようになって，教材を自作する道が開かれました。

ビデオ教材が 1対多数のコミュニケーションに有利な手段だとすると，ハイパーテキス

ト教材は 1対 1のコミュニケーションに適しています。ハイパーテキストをつくるツール

ができるとこの手段をとおして教材が提供できるようになります。これが教育手段として

だけでなく研究手段としても将来有効になります。

電子情報機器を導入するときには技術陣の整備とサービス体制がある程度まで必要で，

財政上の措置が必要です。いずれにしろ，新しいメディアを教育手段として活用すること

についての研究が必要です。

現代の情報環境のキーワードはネットワークです。 1例をあげると，現在進行している

サンゴの白化現象をめぐって世界各地の白化の情報がインターネットをとおして集約さ

れ，その発生状況が海水温度の変化のデータに関係づけられることによって白化のメカニ

ズムが解明されつつあります。いままでなら，多くの時間と費用と労力を要するグローバ

ルな規模のデータがリアルタイムで研究に役立っています。

このたった一つの事例でさえ，サンゴの個体の生理学が，海水温の変化の仕組みとそれ
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に影響する気候変動，さらに人間の経済・産業・政治を巻き込んだ研究課題として私たち

の日常生活に直接関係しているという総合的な視点をリアルに提起する力を持っているこ

とを十分に示唆しています。

こうして，情報のネットワーク化は電子技術の進歩にともなって学問研究そのもののあ

り方を変えてしまう力を持っているので，大学が新しいメディアに対して組織としてどう

取り組むのか，それに教員がどうかかわるのかはこれからの教育研究のあり方に深く関係

し， したがって FDの目指す方向とも深く関係してくる問題点であります。

(6) 研究活動と教育実践の調和

大学本来の機能はあらたな知の創造にあり学問研究がその中心的機能をはたすべきで，

ここが今後も変わる事があってはならないものです。ただ旧来はこの研究機能と， もう一

つの中心的機能であるはずの教育機能との間にバランスを欠いたのは事実で，ことにそれ

が近年の高等教育をめぐる環境の変化を契機にして種々の問題点を露呈することになりま

した。いわゆる FDの視点は研究機能と教育機能との間の公正なバランスを回復させて大

学教育の今日の問題点を是正しようという基本的な志向を代表するものであり，研究から

教育への重点の変更をせまるような姿であってはならないものであると考えます。そのよ

うな意味で，ここまでに見てきた FDのすべての視点に研究と教育の調和の問題がかかわ

っています。

FDの重要点は教育機能の回復にあって，そのために教員の研究時間が大幅に割かれる

ようなことがあってはなりません。しかし現実にはこれまでに比べると多少とも授業努力

のほうに時間とエネルギーをとられるのは事実なので，これを損失と考えるのか本来の正

当な姿の中で考えるのかが教員個人の意識の問題であり学部学科の教育研究の理念目的の

問題としてあるわけです。

教育努力を合理化し同時に研究の時間と費用を確保する工夫としては，地理的空間や情

報空間を利用した大学間の連携と協働が教員にとっても学生にとっても有効な手段として

考えられていくと思われます。研究費を確保するうえでは教員の協同研究と交流の機会を

制度的に用意することは不可欠です。セメスター制はこのような試みにとって有利にはた

らくと思われ，また，教員個人にとってはサバティカルをとりやすくするようにはたらく

のは利点の一つと思われます。
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もう一つの大きな問題点は，カリキュラムを総合的に改善しようとすると，教員自身が

たずさわっている専門領域と担任する教科の内容とが必ずしもうまく一致しないという場

合が頻繁におこってくることです。

症例的にはいろいろな対処の仕方があると思いますが，基本的には教員の仕事とは何か

を組織として考え，それに見合う評価の方法を組織として策定することです。いわゆる，

教員の業績とは何かということで，教員の教育努力を適切に評価する手段を持たないとこ

の問題は解決できません。教員の業績評価においても研究中心主義，科目適合主義がある

ことはすでに指摘しましたが，この点でも研究と教育のバランスの回復が期待されねばな

りません。

職業集団組織としての教育能力開発という一連の活動，明確な目的を持ったカリキュラ

ムに沿って，シラバスをつくって学習内容とそのステップを学生に明示し，目標と達成水

準を示して成績評価をおこないつぎのセメスターの学習プログラムに引き継いでいく過程

のなかで授業評価は必要であり，これが教育業績評価の基本になります。

さらに加えて，たとえば医学系では，医師免許取得後に研修期間を経て専門医試験があ

りさらにその後5年ごとに研修等による100ポイントの点数を取らないと免許は剥奪され

ます。他の領城でこのようにはできないと思いますが研修集会，ワークショップやセミナ

ーヘの参加，大学での教育実践についての論文の発表などのポイント制によるオプション

を教育業績評価に加えて何らかの生涯学習を課していく必要はあると思います。

ただ，学部学科としてこのような評価をどうとらえていくかの問題がのこりますが，こ

の点は評価の目的を考えれば明白ではないかと思います。評価は担任者が担任する科目，

授業の形式クラス人数，時間割，使用する教室などに相対的ですからまずその結果を担

任者がどう解釈するかが一番重要です。そしてそれが学部学科の能力開発にフィードバッ

クされるのですから，それが給与やランク付けなどの人事考課に使用される性質のもので

はありません。もし人事考課としての対象ならばたちまち客観性だの妥当性だの公平の原

理だのがかかわってきて評価方法そのものが議論の対象になってしまいます。あるいは逆

に，それを人事考課に使ってなぜいけないのだという考え方も当然あるでしょうし，事実，

任用や昇任のときにこのデータが参照されることはありうることです。その点はその大学

の資質を問うことになるし，ないしはその大学の学部自治に信頼を置くほかない問題だと

思われるので，そのことがまさにFDの問題点なのです。

一1999.6. 9受稿
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